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平成３１年２月４日

和光市子ども・子育て支援会議

会長 森田 明美 様

和光市子ども・子育て支援会議

施設認可部会・基準検討部会

部会長 小川 晶

第４回和光市子ども・子育て支援会議施設認可部会に付された事項に対する審議結

果について（報告）

平成３１年２月１日付けで当会議に付された事項について、和光市子ども・子育て支援

事業計画の中間見直し後の基盤整備計画、市の子ども子育て支援行政の現状等を踏まえて

審査した結果、下記のとおり結論を得ましたので、報告します。

記

１ 付託事項

保育所等における認可・確認の承認について

２ 審議結果（報告）

付託事項を、原案のとおり承認する。

以 上



下新倉ﾌﾟﾗｲﾑｽﾀｰ保育園
事業者：三和エンジニアリング株式会社　代表取締役　廣田靖人

定員：９０人
 (0歳児6人､1歳児9人､2歳児9人、3歳児22人、4歳児22人、5歳児22人)

認可・確認基準 確認状況

　設　備

　乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる施設
・　乳児室又はほふく室、医務室、調理室、便所を設けること。
・　乳児室又はほふく室の面積は幼児１人につき３．３㎡以上

有（適合）
0歳児　3.3㎡×6人＝19.8㎡＜30.67㎡（適合）
1歳児　3.3㎡×9人＝29.7㎡＜44.84㎡（適合）

　満２歳以上の幼児を入所させる施設
・　保育室又は遊戯室、屋外遊戯場（付近の代替場所を含む）、調理
室、便所を設けること。
・　保育室又は遊戯室の面積は、幼児１人につき１．９８㎡以上
・　屋外遊戯場の面積は、幼児１人につき３．３㎡以上

有（適合）

２歳児以上　1.98㎡×75人＝148.5㎡＜156.7㎡（適合）
3.3㎡×75人＝247.5㎡＜柿の木坂湧き水公園3,020.67㎡（適合）

　保育室等を２階以上に設ける場合は、必要な要件を満たすこと。 屋外階段（適合）

　職　員

　施設責任者を配置しているか 施設長（専任）1人（適合）

　保育士、嘱託医、調理員必置
※調理業務委託の又は搬入の場合は、調理員不要

保育士常勤14人、保育従事者2人、
嘱託医：西谷医院、嘱託歯科医：メリー歯科医院、調理員3人（適合）

　保育士の数
・０歳児３人につき１人以上
・１、２歳児６人につき１人以上
※保育士の数は、上記区分に定める合計数に１を加えた数以上。こ
の場合、保育士の数は、保育従事者の総数の2分の1以上。

乳児6人/3(3：1)+1・2歳児18人/6(6：1)
+3歳児22人/20(20：1)+4・5歳児44人/30(6：1)

＝2.0+3.0+1.1+1.4
＝7.5人＜14.0人

（うち常勤保育士14人常勤換算非常勤保育士0人）（適合）

　食　事

自園調理
※一定の場合は、搬入施設からの搬入可

調理室有・調理員2人以上＜3人
（うち常勤調理員3人常勤換算非常勤調理員0人）（適合）

(和光市下新倉1-5-16)
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保育所２月１日開催　施設認可部会資料より　保育所等の認可・確認について



こぐま保育室
事業者：一般社団法人ひるがお　代表理事　神杉　彰

定員：１０人 (0歳児３人､1歳児３人､2歳児以上４人)
　認可外保育施設からの移行

認可・確認基準 確認状況

　設　備

　乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる施設
・　乳児室又はほふく室、調理設備、便所を設けること。
・　乳児室又はほふく室の面積は幼児１人につき３．３㎡以上

有（適合）
0歳児　3.3㎡×3人＝9.9㎡＜10.67㎡（適合）
1歳児　3.3㎡×3人＝9.9㎡＜10.65㎡（適合）

　満２歳以上の幼児を入所させる施設
・　保育室又は遊戯室、屋外遊戯場（付近の代替場所を含む）、調理
設備、便所を設けること。
・　保育室又は遊戯室の面積は、幼児１人につき１．９８㎡以上
・　屋外遊戯場の面積は、幼児１人につき３．３㎡以上

有（適合）

２歳児　1.98㎡×4人＝7.92㎡＜8.66㎡（適合）
3.3㎡×4人＝13.2㎡＜チビッコ公園897.34㎡（適合）

　保育室等を２階以上に設ける場合は、必要な要件を満たすこと。 ―

　職　員

　施設責任者を配置しているか 施設長（専任）1人（適合）

　保育士、嘱託医、調理員必置
※調理業務委託の又は搬入の場合は、調理員不要

保育士常勤3人、非常勤3人、保育従事者2人、調理員2人
嘱託医：和光駅前ｸﾘﾆｯｸ、嘱託歯科医：オカダ歯科医院（適合）

　保育士の数
・０歳児３人につき１人以上
・１、２歳児６人につき１人以上
※保育士の数は、上記区分に定める合計数に１を加えた数以上。こ
の場合、保育士の数は、保育従事者の総数の2分の1以上。

乳児3人/3(3：1)+1・2歳児7人/6(6：1)＝1.0+1.1+1.0
＝3.3人＜5.3人

（うち常勤保育士3人常勤換算非常勤保育士2.3人、保育補助2人）
（適合）

　食　事

自園調理
※一定の場合は、搬入施設からの搬入可

調理室有・調理員1人以上＜1.5人
（うち常勤調理員1人常勤換算非常勤調理員0.5人）（適合）

(和光市本町５－１３ハイム山田１０１)
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小規模保育事業所B型



あそびのてんさい和光北口園
事業者：有限会社ウインズ　代表取締役　吉江　勝之助　

定員：１９人 (0歳児３人､1歳児８人､2歳児８人)
　　移転前　定員10人　０歳児3人、1歳児3人、2歳児4人
　　　　　　　（増加分９人 ０歳児0人､１歳児5人､2歳児4人）

認可・確認基準 確認状況

　設　備

　乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる施設
・　乳児室又はほふく室、調理設備、便所を設けること。
・　乳児室又はほふく室の面積は幼児１人につき３．３㎡以上

有（適合）
0歳児　3.3㎡×3人＝9.9㎡＜10.05㎡（適合）
1歳児　3.3㎡×8人＝26.4㎡＜26.72㎡（適合）

　満２歳以上の幼児を入所させる施設
・　保育室又は遊戯室、屋外遊戯場（付近の代替場所を含む）、調理
設備、便所を設けること。
・　保育室又は遊戯室の面積は、幼児１人につき１．９８㎡以上
・　屋外遊戯場の面積は、幼児１人につき３．３㎡以上

有（適合）

２歳児　1.98㎡×8人＝15.84㎡＜16.00㎡（適合）
3.3㎡×8人＝26.4㎡＜せせらぎ公園3,417.2㎡（適合）

　保育室等を２階以上に設ける場合は、必要な要件を満たすこと。 ―

　職　員

　施設責任者を配置しているか 施設長（専任）1人（適合）

　保育士、嘱託医、調理員必置
※調理業務委託の又は搬入の場合は、調理員不要

保育士常勤4人、非常勤2人、保育従事者4人、調理員1人
嘱託医：ひかり歯科、嘱託歯科医：和光駅前クリニック（適合）

　保育士の数
・０歳児３人につき１人以上
・１、２歳児６人につき１人以上
※保育士の数は、上記区分に定める合計数に１を加えた数以上。こ
の場合、保育士の数は、保育従事者の総数の2分の1以上。

乳児3人/3(3：1)+1・2歳児16人/6(6：1)+1＝1.0+2.6+1
＝4.6人＜8.5人

（うち常勤保育士4人、常勤換算非常勤保育士1.5人、保育補助3人）
（適合）

　食　事

自園調理
※一定の場合は、搬入施設からの搬入可

調理室有・調理員1人以上＜1.5人
（うち常勤調理員1人常勤換算非常勤調理員0.5人）（適合）

(和光市新倉1-2-42)
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小規模保育事業所B型



さいたま保育園
事業者：独立行政法人国立病院機構埼玉病院　院長　原　彰男

定員：７２人 (0歳児6人､1歳児30人､2歳児以上36人)
　　うち　地域枠分２０人　(1歳児10人、2歳児10人)
　　　　従業員枠分５２人 (0歳児6人､1歳児20人､2歳児以上26人)

認可・確認基準 確認状況

　設　備

　乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる施設
・　乳児室又はほふく室、医務室、調理室、便所を設けること。
・　乳児室又はほふく室の面積は幼児１人につき３．３㎡以上

有（適合）
0歳児　3.3㎡×6人＝19.8㎡＜57.32㎡（適合）
1歳児　3.3㎡×30人＝99.0㎡＜123.29㎡（適合）

　満２歳以上の幼児を入所させる施設
・　保育室又は遊戯室、屋外遊戯場（付近の代替場所を含む）、調理
室、便所を設けること。
・　保育室又は遊戯室の面積は、幼児１人につき１．９８㎡以上
・　屋外遊戯場の面積は、幼児１人につき３．３㎡以上

有（適合）

２歳児　1.98㎡×36人＝71.28㎡＜85.66㎡（適合）
3.3㎡×36人＝118.8㎡＜園庭228.27㎡（適合）

　保育室等を２階以上に設ける場合は、必要な要件を満たすこと。 屋外階段（適合）

　職　員

　施設責任者を配置しているか 施設長（専任）1人（適合）

　保育士、嘱託医、調理員必置
※調理業務委託の又は搬入の場合は、調理員不要

保育士常勤11人、非常勤6人、保育従事者3人、
嘱託医：埼玉病院、嘱託歯科医：埼玉病院、調理員3人（適合）

　保育士の数
・０歳児３人につき１人以上
・１、２歳児６人につき１人以上
※保育士の数は、上記区分に定める合計数に１を加えた数以上。こ
の場合、保育士の数は、保育従事者の総数の2分の1以上。

乳児6人/3(3：1)+1・2歳児66人/6(6：1)＝2.0+11.0
＝13.0人＜14.1人

（うち常勤保育士11人常勤換算非常勤保育士3.1人）（適合）

　食　事

自園調理
※一定の場合は、搬入施設からの搬入可

調理室有・調理員2人以上＜2.4人
（うち常勤調理員1人常勤換算非常勤調理員1.4人）（適合）

(和光市諏訪２－１)
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事業所内保育事業所（保育所型）



保育の提供量に関する整備計画と実績

　今回の小規模保育事業所及び既存施設の定員変更が行われた場合、和光市子ども・子育て支援
事業計画に定める基盤整備計画の実施状況は以下のとおりとなる。

平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末 平成31年度末

小規模 保育所 合　計 小規模 保育所 合　計

小規模
+

事業所
内

保育所 合　計

小規模
+

事業所
内

保育所 合　計

計画値

施設数(ｶ所)

（定員：人）
２０

(369)
１６

(1312)
３６

(1681)
２４

(436)
１８

(1478)
４２

(1914)
２４

(436)
１９

(1628)
４３

(2064)
２６

(465)
２０

(1718)
４５

(2173)

実績（見込み）

施設数(ｶ所)

（定員：人）
２０

(360)
１８

(1448)
３８

(1808)
２３

(417)
１８

(1487)
４１

(1904)
２５

(456)
１８

(1547)
４３

(2003)
－ － －

計画比
（定員） ９７.６

％

１１０.４
％

１０７.６
％

９５.６
％

１００.６
％

９９.５
％

104.6
％

95.0
％

　

97.0
％

－ － －
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